
令 和 ８ 年
１月27日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
施
術
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
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生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
施
術
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）
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生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
施
術
機
関
の
指
定
辞
退
の
届
出
（
厚
政
課
）
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救
急
病
院
の
認
定
（
医
療
政
策
課
）
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○
公
告

公
共
測
量
の
実
施
（
三
件
）
（
監
理
課
）
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公
共
測
量
の
実
施
の
終
了
（
七
件
）
（
監
理
課
）
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…

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
係
る
手
続
の
開
始
（
会
計
課
）

四
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
を
受
け
た
施
術
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
施
術
機
関
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

施

術

者

廃
止
年
月
日

氏

名

住

所

堀
渕

奈
美

山
口
市
米
屋
町
三
番
二
三
号

令
和
七
、
一
二
、

一

松
田

竜
紀

〃

大
内
千
坊
五
丁
目
五
番
三
号

〃

九
、

〃

山
口
県
告
示
第
二
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療

扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

施
術
者
の

氏
名

施

術

所

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

弘
中

俊
行

ひ
ろ
中
鍼
灸
マ
ッ

サ
ー
ジ
院

柳
井
市
柳
井
四
五
八
八
の
一
六

令
和
七
、
一
一
、
二
七

山
口
県
告
示
第
二
十
一
号

生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
施
術
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

施

術

者

指
定
辞
退
年
月
日

氏

名

住

所

三
吉

宏
之

周
南
市
川
崎
二
丁
目
八
番
一
三
号

令
和
七
、
一
二
、

一

山
口
県
告
示
第
二
十
二
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

名

称

所

在

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療

機
能
推
進
機
構
徳
山
中
央

病
院

周
南
市
孝
田
町
一
番
一
号

令
和
一
一
、

一
、
三
一

一
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公

告

（
一
五
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宇
部
土
木
建
築
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二

作
業
の
地
域

美
祢
市
東
厚
保
町
川
東

三

作
業
の
期
間

令
和
七
年
五
月
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で

（
一
六
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
萩
土
木
建
築
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知

が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
、
現
地
測
量
及
び
路
線
測
量
）

二

作
業
の
地
域

萩
市
大
字
椿
東

三

作
業
の
期
間

令
和
七
年
五
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で

（
一
七
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
山
口
河
川
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
及
び
水
準
測
量
）

二

作
業
の
地
域

防
府
市
泉
町

三

作
業
の
期
間

令
和
七
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

（
一
八
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
宇
部
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ

り
ま
し
た
。

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
更
新
）

二

作
業
の
地
域

宇
部
市

三

作
業
の
期
間

令
和
六
年
八
月
二
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

（
一
九
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
周
南
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ

り
ま
し
た
。

二
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令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
更
新
）

二

作
業
の
地
域

周
南
市

三

作
業
の
期
間

令
和
六
年
八
月
五
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
ま
で

（
二
〇
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
山
口
河
川
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二

作
業
の
地
域

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
麻
郷

三

作
業
の
期
間

令
和
六
年
八
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

（
二
一
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
関
農
林
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の

通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二

作
業
の
地
域

下
関
市
松
屋
上
町
二
丁
目
、
松
屋
上
町
三
丁
目
、
松
屋
東
町
三
丁
目
及
び
大
字
松
屋

三

作
業
の
期
間

令
和
六
年
九
月
十
七
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
十
八
日
ま
で

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二

作
業
の
地
域

下
関
市
豊
北
町
大
字
神
田
及
び
大
字
神
田
上

三

作
業
の
期
間

令
和
六
年
九
月
十
七
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
十
八
日
ま
で

（
二
二
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
萩
土
木
建
築
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨

の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
深
）

二

作
業
の
地
域

山
口
市
及
び
萩
市

三

作
業
の
期
間

令
和
六
年
九
月
三
十
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
二
三
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
防
府
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ

り
ま
し
た
。

二
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令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
及
び
水
準
測
量
）

二

作
業
の
地
域

防
府
市
大
字
上
右
田

三

作
業
の
期
間

令
和
六
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

（
二
四
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
中
国
技
術
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共

測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
デ
ー
タ
作
成
）

二

作
業
の
地
域

下
関
市
長
府
印
内
町
及
び
岩
国
市
南
岩
国
町
一
丁
目

三

作
業
の
期
間

令
和
六
年
十
二
月
九
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
十
九
日
ま
で

（
二
五
）
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
係
る
手
続
の
開
始

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
契
約
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式

に
係
る
手
続
を
開
始
し
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

物
品
等
の
概
要

㈠

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

Ｐ
Ｏ
Ｓ
レ
ジ

二
十
六
台

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
端
末

五
十
九
台

㈡

物
品
等
の
特
質
等

仕
様
書
に
よ
る
。

㈢

納
入
期
限

令
和
八
年
九
月
三
十
日

二

参
加
資
格

こ
の
手
続
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
百
六

十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈡

政
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競

争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
及
び
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使

用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈢

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
、
物
品
等
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
並
び
に
業

務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並

び
に
資
格
審
査
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
七
年
山
口
県
告
示
第
二
百
十
四

号
）
に
基
づ
く
資
格
審
査
に
お
い
て
、
電
気
通
信
機
器
類
に
つ
い
て
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び

に
物
品
等
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
の
特
Ａ
又
は
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
て
い
る
者
又
は

電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
そ
の
他
に
つ
い
て
業
務
の
委
託
の
特

Ａ
又
は
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈣

こ
の
手
続
の
開
始
の
日
か
ら
令
和
八
年
二
月
二
十
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
業

務
委
託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
を
受
け

て
い
な
い
こ
と
。

㈤

複
数
の
事
業
者
に
よ
る
共
同
提
案
を
行
う
場
合
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た
し
て
い
る
こ

と
。

⚑

共
同
提
案
を
行
う
事
業
者
（
以
下
「
構
成
事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
一
者
を
代
表
事

業
者
に
定
め
、
県
へ
の
質
疑
や
書
類
提
出
等
は
代
表
事
業
者
が
行
う
こ
と
。

⚒

構
成
事
業
者
全
て
が
、
法
人
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

⚓

構
成
事
業
者
全
て
が
、
二
の
㈠
～
㈣
の
参
加
資
格
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

⚔

構
成
事
業
者
全
て
が
、
他
の
単
独
又
は
共
同
提
案
の
構
成
事
業
者
と
し
て
、
本
調
達
に
参
加

し
て
い
な
い
こ
と
。

三

手
続
等

㈠

応
募
要
項
の
配
布

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日
午
前
九
時
か
ら
同
年
二
月
十
二
日
午
後
五
時
ま
で
の
間
、
山
口
県
会
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計
管
理
局
会
計
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
対
応
Ｐ
Ｏ
Ｓ
レ
ジ
及
び

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
端
末
機
器
調
達
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
掲
載
す
る

こ
と
に
よ
り
行
う
。

㈡

参
加
表
明
書
の
提
出
方
法
、
提
出
先
及
び
受
領
期
限

⚑

提
出
方
法

山
口
県
会
計
管
理
局
会
計
課
へ
事
前
に
連
絡
の
う
え
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
提
出
す
る
こ

と
。

⚒

提
出
先

山
口
県
会
計
管
理
局
会
計
課

⚓

受
領
期
限

令
和
八
年
二
月
十
二
日
午
後
五
時

㈢

企
画
提
案
書
の
提
出
方
法
、
提
出
先
及
び
受
領
期
限

⚑

提
出
方
法

山
口
県
会
計
管
理
局
会
計
課
へ
事
前
に
連
絡
の
う
え
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
こ
と
。

⚒

提
出
先

山
口
県
会
計
管
理
局
会
計
課

⚓

受
領
期
限

令
和
八
年
二
月
二
十
日
午
後
五
時

㈣

審
査

審
査
は
、
次
の
審
査
委
員
に
よ
り
、
最
も
優
れ
た
企
画
提
案
書
を
提
出
し
た
者
の
特
定
を
令
和

八
年
二
月
下
旬
に
行
う
。

兼
清

宏
之

松
田

弘
之

木
本

浩
慈

松
田

太

弓
立

康
之

四

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

㈢

契
約
書
作
成
の
要
否

要

㈣

参
加
表
明
書
の
提
出
時
に
お
い
て
二
の
㈢
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
提
案

書
の
提
出
時
ま
で
に
こ
れ
を
満
た
す
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。

㈤

こ
の
手
続
の
開
始
後
に
、
二
の
㈢
に
掲
げ
る
資
格
の
申
請
を
す
る
場
合
は
、
令
和
八
年
二
月
十

二
日
午
後
五
時
ま
で
に
山
口
県
会
計
管
理
局
物
品
管
理
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
九
六

〇
）
に
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

㈥

こ
の
手
続
に
参
加
し
た
者
が
業
務
委
託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置

要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
審
査
の
対
象
と
せ
ず
、
又
は
契
約

の
締
結
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

㈦

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
会
計
管
理
局
会
計
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
九
一
〇
）
に

問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

五

Sum
m
ary

⑴

N
ature
and
quantity
of
the
products
to
be
purchased
:
26
PO
S
cashless
paym
ent

registers
and
59
cashless
paym
ent
term
inal
equipm
ents

⑵

D
eadline
for
delivery
:Septem
ber
30,2026

⑶

D
elivery
place:A
ccording
to
specifications

⑷

D
eadline
for
receipt
of
proposals:5
:00
P.M
.F
ebruary
20,2026

⑸

D
ivision
in
charge
of
the
procurem
ent
and
C
ontact
point
for
the
notice:A
ccounting

D
ivision,A
ccounting
B
ureau,Y
am
aguchiPrefecturalG
overnm
ent(T
el.083-933-3910)
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令
和
八
年
一
月
二
十
七
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


